
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

一
一
、
〇
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

「

「

規

則

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
改
正
…
一

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

温
泉
法
及
び
大
分
県
温
泉
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
申
請
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
清
算
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
九

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

〇
規

則

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
四
号

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二

十
七
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
発
電
所
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
推
進
監
」
を
「
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
推
進
監
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

年
大
分
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
発
電
所
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
推
進
監
」
を
「
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
推
進
監
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
五
号

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
第
一
項
本
文
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
抽
せ�

ん�

」
を
「
抽
選
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
抽
せ�

ん�

」
を
「
抽
選
」
に

改
め
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
前
条
但
書
」
を
「
前
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中
「
、
城
南
県
職
員
ア
パ
ー
ト
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
明
渡
し
）
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、

「
明
け
渡
し
猶
予
」
を
「
明
渡
し
猶
予
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
明
渡
し
猶
予
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
但
書
」
を
「
前
条
た
だ

し
書
」
に
、
「
明
け
渡
し
猶
予
」
を
「
明
渡
し
猶
予
」
に
、
「
取
り
消
し
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
明
渡
し
予
定
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
き�

損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
明
け
渡
し
」
を
「
明
渡
し
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
竹
田
県
職
員
ア
パ
ー
ト
（
は
号
）
の
項
中

目

次

令

和

四

年

（ 木 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

一
六

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

一



た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
居
室

に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
額

と
す
る
。

一
六
、
三
〇
〇
円

一
六
、
八
〇
〇
円

二
一
、
九
〇
〇
円

た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
居
室

に
つ
い
て
は
、

二
一
、
九
〇
〇
円

と
す
る
。

を

に
改
め
、
同
表

」

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

「

」

「

」

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「

」

「

」

地
目

地
目

場
所

ゆ
う
出
地
の
場
所

増
掘
又
は
動
力
装
置

の
場

所

「

を
」

地
目

ゆ
う
出
地
の
場
所

「

に
改
め
、

」

「

」

「

の
城
南
独
身
・
単
身
者
住
宅
の
項
中
「
大
分
市
大
字
永
興
字
北
平
一
〇
四
九
番
地
二
」
を
「
大
分
市
城
南
東

一
丁
目
二
番
三
〇
号
」
に
改
め
、
同
表
の
城
南
県
職
員
ア
パ
ー
ト
の
項
中
「
大
分
市
大
字
永
興
字
北
平
一
〇

四
九
番
地
三
」
を
「
大
分
市
城
南
東
一
丁
目
六
番
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
城
南
教
職
員
住
宅
（
Ｋ
Ｒ
１
号
）
の
項
中
「
大
分
市
大
字
永
興
字
北
平
一
〇
五
九
番
地
三
」

を
「
大
分
市
城
南
東
一
丁
目
五
番
一
号
」
に
改
め
、
同
表
の
城
南
教
職
員
住
宅
（
Ｋ
Ｒ
２
号
）
の
項
中
「
大

分
市
大
字
永
興
字
北
平
一
〇
五
九
番
地
七
」
を
「
大
分
市
城
南
東
一
丁
目
五
番
二
号
」
に
改
め
、
同
表
の
城

南
教
職
員
住
宅
（
Ｋ
Ｒ
４
号
）
の
項
中
「
大
分
市
大
字
永
興
字
北
平
一
〇
五
九
番
地
三
」
を
「
大
分
市
城
南

東
一
丁
目
五
番
四
号
」
に
改
め
、
同
表
の
津
久
見
高
等
学
校
教
職
員
住
宅
（
Ｋ
Ｒ
２
号
）
の
項
及
び
津
久
見

高
等
学
校
教
職
員
住
宅
（
Ｋ
Ｒ
３
号
）
の
項
を
削
る
。

第
一
号
様
式
中
「う

え

」
を
「上

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「但

し

」
を
「た

だ
し

」
に
、
「取

消
を

」
を
「取
消
し
を

」
に
、
「取

消
す

」
を
「取

り
消
す

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「取

消
す

」
を
「取

り
消
す

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「取

消
し
た

」
を
「取

り
消
し
た

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

温
泉
法
及
び
大
分
県
温
泉
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
六
号

温
泉
法
及
び
大
分
県
温
泉
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

温
泉
法
及
び
大
分
県
温
泉
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
六
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） ���

に
改
め
、
「㎜

」
及
び
注
を
削
る
。

第
一
号
様
式
の
二
及
び
第
一
号
様
式
の
三
中
「印

」
及
び

を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） ���

に
、

「㎜

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

第
二
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

を

��法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

��

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

二



及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

）

」

「住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名

印
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「

」

「

」

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「

」

「

」

「住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名

印
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「

」

「

」

「住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名

印
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

住
所
氏
名
��
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
��

��

��

に
改
め
、
注
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中

」
を

「住
所
氏
名
��	

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

��


」
に
改
め
、

を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「㎜

」
を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） ���

に
改
め
、
注
を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
三
及
び
第
五
号
様
式
の
四
中
「印

」
及
び

を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
五
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） ���

に
改
め
、
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

第
五
号
様
式
の
六
中

」
を

「住
所
氏
名
��	

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

��


」
に
改
め
、

を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
七
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） ���

に
改
め
、
注
を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
八
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
九
中

」
を

「

に
改
め
、

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

三



��
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

��

」

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「

」

「

」

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名

印
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

「住
所
氏
名

「注
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。以
下
同
じ
。）の

共
通
様
式
で
す
の
で
、宛
先
を
書

き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す
。

」

「

」

「

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

�	


を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） �	


に
改
め
、
注
を
削
る
。

第
六
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
「電

話
番
号

（

）
」
を
「電

話
番
号

（

－
－

）
」
に
改
め
、

を
削
る
。

第
六
号
様
式
の
三
中
「印

」
及
び

を
削
る
。

第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

」
を

���

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

���

」
に
改
め
、

を
削
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
、
「㎜

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

�	


を

���法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号
（

－
－

） �	


に
改
め
、
注
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「㎜

」
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「㎜

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
七
号

大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
の
二
中
「
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
二
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
」
を
削
り
、
「
指
定
項
目
」
の
下
に
「
（
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
「
が
水
質
汚
濁
防
止
法
」
を
「
が
同
法
」
に
改
め
る
。

附

則
大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

四
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こ
の
規
則
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
九

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
八
号

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
謄
本
」
の
下
に
「
及
び
議
案
書
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
決
算
」
を
「
法
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
決
算
関
係
書
類
の
承
認
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号

と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
九
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「謄
本

」
の
次
に
「及

び
議
案

書

」
を
加
え
る
。

第
二
十
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「総

代
会
の
議
事
録
の
謄
本

」
の
次
に
「及

び
議

案
書

」
を
、
「謄

本
及
び

」
の
次
に
「議

案
書
並
び
に

」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
号
様
式
の
二
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
三
中
「謄
本

」
の
次
に
「及

び
議
案
書

」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「謄

本

」
の
次
に
「及

び
議
案
書

」
を
、
「事

業
報
告
書

」
の
次
に
「、

貸
借
対
照

表
、
財
産
目
録

」
を
、
「収

支
決
算
書

」
の
次
に
「
（土
地
改
良
法
施
行
規
則
第
２５条

の
２
に
規
定
す
る
土

地
改
良
区
に
あ
つ
て
は
、
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録
及
び
収
支
決
算
書

）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
第
二
十
六
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「議

事
録
の
謄
本

」
の
次
に
「及

び
議
案
書

」
を
、
「事

業
報
告
書

」
の
次
に
「、、

貸
借
対
照
表

」
を
、
「収

支
決
算
書

」
の
次
に
「
（土

地
改
良
法
施
行
規
則
第
２５条

の
２
に
規
定
す
る
土
地
改
良
区
に
あ
つ
て
は
、
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録
及
び
収

支
決
算
書

）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
号
様
式
及
び
第
二
十
八
号
様
式
中
「謄

本

」
の
次
に
「及

び
議
案
書

」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中
「謄
本
及
び

」
の
次
に
「議

案
書
並
び
に

」
を
、
「総

代
会
の
議
事
録
の
謄
本

」
の

次
に
「及

び
議
案
書

」
を
加
え
る
。

第
三
十
号
様
式
（
そ
の
四
）
、
第
三
十
号
様
式
（
そ
の
五
）
及
び
第
三
十
七
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第

三
十
七
号
様
式
（
そ
の
三
）
ま
で
の
規
定
中
「謄

本

」
の
次
に
「及

び
議
案
書

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
九
号

大
分
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律

（平
成
１５年

法
律
第
５９号

）第
２
条
第
１
項

」
を
「個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（平
成
１５年

法
律
第
５７号

）第
２
条
第
９
項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「非

漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

」
を
「非

漁
獲
割
当
管
理
区

分
に
お
け
る
漁
獲
量
等
の
報
告

）
」
に
、
「独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律

（平
成
１５年

法
律
第
５９号

）第
２
条
第
１
項

」
を
「個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（平
成
１５年

法
律

第
５７号

）第
２
条
第
９
項

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
報
告
書
そ
の
他

の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の

規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
号

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五



第
７
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

備
考
地
色
は
交
付
年
度
ご
と
に
定
め
る
色
と
す
る
。

様
式
は
、
縦
１０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
１５セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
楕
円
形
と
す
る
。

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
十
一
条
様
式
」
を
「
第
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
号
様
式
」
を

「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
現
金
で
」
を
「
現
金
又
は
指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
納
入
通
知
書
」
の
下
に
「
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
（
以
下
「
指
定
納
付
受
託

者
に
よ
る
納
付
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
漁
港
施
設
の
使
用
廃
止
の
届
出
）

第
七
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
施
設
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
使
用
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
係
留
指
定
施
設
使
用
廃
止
届
（
第
九
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「当

た
っ
て
は

」
を
「当
た
つ
て
は

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
裏
面
中
「当

た
っ
て
は

」
を
「当

た
つ
て
は

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六



第
９
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

年
月

日
か
ら

年
月

日

年
月

日

漁
港
名

係
留
箇
所

許
可
番
号

許
可
の
期
間

廃
止
の
期
日

廃
止
の
理
由

係
留
指
定
施
設
使
用
廃
止
届

大
分
県
知
事
殿

年
月

日

届
出
者
住
所

氏
名

電
話
番
号

携
帯
番
号

��
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

��

下
記
の
と
お
り
係
留
指
定
施
設
の
使
用
を
廃
止
し
た
い
の
で
、
大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
第
７

条
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す
。

記

第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「第

１２号
様
式

（第
１２条

関
係

）
」
を
「第

１３号
様
式

（第
１３条

関
係

）
」
に
改
め
、

「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「第

１１号
様
式

（第
１１条

関
係

）
」
を
「第

１２号
様
式

（第
１２条

関
係

）
」
に
改
め
、

同
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「第

１０号
様
式

（第
１０条

関
係

）
」
を
「第

１１号
様
式

（第
１１条

関
係

）
」
に
改
め
、

「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「第

９
号
様
式

（第
１０条

関
係

）
」
を
「第

１０号
様
式

（第
１１条

関
係

）
」
に
改
め
、

「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
第
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
第
七
号
様
式
の
使
用
許
可
証
は
、
当
該
使
用
許
可
証
の
有
効
期
間

が
満
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
第
七
号
様
式
の
使
用
許
可
証
と
み
な
す
。

都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
申
請
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
一
号

都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
申
請
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
申
請
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

省
令
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
開
発
行
為
又
は
建
築

に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
請
求
書
（
畜
舎
等
の
建
築
等
関
係
）
（
第
二
十
一
号
様
式
の
二
）
一
部
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
号
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を

「記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す

る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す

る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署

す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
備
考
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を

「記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署

す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署

す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、

自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自

署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署

す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「記

載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自

署
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「の

記
載
を
自
署
す
る
場
合
は
、
押
印
を
省
略

す
る
こ
と
が
と
が
で
き
ま
す

」
を
「を

記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「わ

た
く
し

」
を
「私

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八



第
２１号

様
式
の
２
（
第
１３条

関
係
）

開
発
行
為
又
は
建
築
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
請
求
書
（
畜
舎
等
の
建
築
等
関
係
）

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

住
所

請
求
者
氏
名

私
が
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
３４号

）
第
３
条
第
１
項
の

認
定
（
同
法
第
４
条
第
１
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
下
記
の
建
築
計
画
は
、
都
市

計
画
法
第
５３条

第
１
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
し
ま
す
。

記

１
建
築
物
又
は
特
定
工
作
物
の
用
途

２
建
築
又
は
建
設
場
所

３
許
可
等
の
年
月
日
番
号

年
月

日
第

号

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

第
二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
前
の
都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
申
請
の
手
続
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
都
市
計
画
法
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
申
請
の
手
続
に
関
す
る
規
則
第
三
号
様
式
、
第
七
号
様

式
、
第
九
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
十
三
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
の
二
及
び
第
十
六

号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
清
算
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
二
号

大
分
県
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
清
算
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
清
算
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
大

分
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
、
第
十
三
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
六
号
様

式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
二
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
二
号
様
式
か
ら
三

十
九
号
様
式
ま
で
、
第
五
十
三
号
様
式
、
第
五
十
四
号
様
式
、
第
六
十
七
号
様
式
及
び
第
七
十
三
号
様
式
中

「納
入
通
知
書
の

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
三
号

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

九



マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理

の
適
正
化
の
推
進
に

関
す
る
法
律
関
係
事

務

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画
認

定
又
は
認
定
更
新
申
請
手

数
料

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画
変

更
認
定
申
請
手
数
料

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
運
転
免
許
関
係
事
務
の
項
中

認
知
機
能
検
査
手
数
料

「

」
を

認
知
機
能
検
査
手
数
料

運
転
技
能
検
査
手
数
料

「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
別
表
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
表
の
運
転
免
許
関
係
事
務
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行

す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

一
〇


